
　　令和３年４月５日（月）午後２時　玉名市役所　第２委員会室

１．本日の出席農業委員は、次のとおりである。

１番  永田　知博 ２番　鶴田　克士 ３番　赤松　繁之 ４番  竹下　宏介

６番　縄田伊知郎 ７番　下川　安 ８番　船津　和利 ９番　澤村　哲志

11番　福田　友明 12番　中島　浩輔 13番  小川　信孝 14番　髙田　優子

15番  吉田　孝壽 16番　島村　秀敏 17番　永田　眞一 18番　堀田　昌子

５番　浦谷　幸司 10番  田上　一 19番　村端　一弘

３．本日の出席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。

推１  水本　信之 推２　植野　司 推３　松本　恒幸 推４　土田　健一

推５  小山　勝男 推８　岡村　栄一 推９　橘　一輝 推10　粟田　稔

推11　小山久仁江 推12　西分　幸夫 推13　德井　勝美 推14　永田　光秀

推15　楯岡　秀昭 推16　井上　道明 推18　坂本　修 推19　平野　秀正

４．本日の欠席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。

推６　森川　正志 推17　中山　一久

５．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　小山　博 次長　宮本真由美 係長　松倉　司 参事　安田志津子

主任　大原　三和

６．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

　０名

議　題

第 15 号 農地法第３条の規定による許可申請について

第 16 号 農地法第４条の規定による許可申請について

第 17 号 農地法第５条の規定による許可申請について

第 18 号 農用地利用集積計画の決定について

報　告

第  9 号 農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について（１８条）

令和３年第４回玉名市農業委員会総会議事録

２．本日の欠席農業委員は、次のとおりである。



第 10 号 農地の形状変更届について

第 11 号 許可不要転用届について

第 12 号 許可書返納届について

第 13 号 荒廃農地の非農地通知について
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１．開 会 

○事務局長（小山 博君） それでは定刻をまわりましたので、ただいまから開会いた

します。 

 本日は農業委員総数１９名のうち５番浦谷委員、１０番田上委員、１９番村端委

員から欠席の届出があっており、１６名の御出席でございます。また、農地利用最

適化推進委員６番森川推進委員から欠席の届けが出ております。先ほど永田会長か

らお知らせのとおり、７番増本推進委員が昨日御逝去のため、１７番中山推進委員

から欠席の届けがあっておりますので、１６名の御出席でございます。 

 玉名市農業委員会会議規則第７条の規定により会議は成立しておりますので、た

だいまから、令和３年第４回玉名市農業委員会総会を開会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（小山 博君） まず、永田会長より御挨拶をいただきまして、引き続き会

議規則第５条の規定により議長をお願いし、議事の進行をお願いいたします。 

○会長（永田知博君） 改めまして、いよいよ議案に入りたいと思いますけれども、新

しくお迎えいたしました次長ほか３名ですか、新しい職員さんの交代がありまして、

いろいろと皆さんからも御指摘や御指導いただいて、事務局のスムーズな運営を行

っていきたいということでございます。 

 今日は、冒頭に増本委員の訃報を皆さんにお知らせいたしましたけれども、農業

委員、推進委員全員そろいましてこういうふうに会議を行うことは、非常にうれし

く、ありがたく思っております。今日も議案が山積しておりますので、どうぞよろ

しく御審議お願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．議事録署名委員指名 

○議長（永田知博君） それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 本日の議案は、議第１５号より議第１８号までの７２件と報告第９号より報告第

１３号までの６２件が提案されております。慎重なる御審議よろしくお願いいたし

ます。 

 本日の議事録署名委員は、１４番髙田優子委員、１５番吉田孝壽委員にお願いい

たします。 

 毎回のことでございますが、発言の際には委員番号と氏名、推進委員からの発言

の前は、推進委員番号と氏名を述べた上で発言をお願いいたします。また、採決の

際の挙手につきましては、農業委員のみの挙手をお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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４．議 事 

○議長（永田知博君） それでは、議事に入ります。 

初めに、議第１５号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といた

します。 

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。議案１ページをお願いします。 

 議第１５号農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３条第１項の

規定による下記農地の所有権移転及び使用収益権設定許可申請について許可するも

のとする。令和３年４月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

 １番、伊倉北方と滑石の申請人で、滑石の田６１１㎡を贈与するものです。報告

第９号１６番、１７番と関連しております。 

 ２番、愛媛県新居浜市及び千葉市美浜区の共有者と滑石の申請人で、滑石の畑４

９２㎡を労力不足と経営拡張のため売買するものです。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ３番、小島と大浜町の申請人で、小島の田１,１６０㎡外１筆、計４,３９７㎡を

労力不足と経営拡張のために売買するものです。 

 ４番、伊倉北方の申請人で、北牟田の田１,６９５㎡外２筆、計６,７９８㎡を孫

へ贈与するものです。報告第９号７番、８番と関連しております。 

 ５番、富尾の申請人で、富尾の畑５８１㎡を隣接地取得のため贈与するものです。 

 ６番、岱明町の申請人で、岱明町大野下の田４４８㎡を労力不足と経営拡張のた

め売買するものです。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ７番、岱明町の申請人で、岱明町高道の畑２０７㎡を贈与するものです。 

 ８番、島根県江津市と横島町の申請人で、横島町横島の田５６８㎡を弟へ贈与す

るものです。 

 ９番、横島町の申請人で、横島町横島の田７６２㎡を農業者年金受給のため使用

貸借権を設定するものです。報告第９号１５番と関連しております。 

 １０番、天水町の申請人で、天水町野部田の畑４,６５９㎡を労力不足と経営拡

張のため賃貸借権を設定するものです。 

 ４ページをお願いします。 

 １１番、熊本市中央区と天水町の申請人で、伊倉北方の畑４２１㎡を親戚へ贈与

するものです。 

 １２番、天水町と熊本市西区の申請人で、天水町小天の畑１６７㎡を労力不足と

経営拡張のために売買するものです。 
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 以上１２件、合計２０,１１１㎡につきまして、農地法第３条第２項各号の禁止

規定から申請内容を審査し、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労働力、

技術、地域との関係も問題がないこと、許可要件の全てを満たしているものと判断

し御提案しております。 

 御審議の程、よろしくお願いいいたします。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 事務局の説明が終わりました。それでは、まず受付番号１番から１２番まで、順

に担当委員の説明をお願いいたします。また、連続して説明されます場合は引き続

き説明いただきますよう併せてお願いいたします。 

 それでは、１番からよろしくお願いいたします。 

○推２番（植野 司君） 推進委員２番、植野です。案件１番と２番を説明します。 

 譲渡人と譲受人は贈与です。下限面積も満たしているので、許可相当と判断しま

した。 

 案件２、譲渡人は労力不足で、譲受人は経営拡張です。下限面積も満たしていま

すので、許可相当と判断しました。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは、３番、お願いいたします。 

○４番（竹下宏介君） 農業委員４番、竹下です。３番の案件について御説明します。 

 賃貸人は労力不足、賃借人は経営拡張で、下限面積もクリアされており、許可相

当と判断します。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは、４番、お願いいたします。 

○推５番（小山勝男君） 推進委員５番、小山と申します。４番の案件を説明します。 

 譲渡人は孫への贈与、譲受人は現在ミニトマトをしておられます。農事組合法人

伊倉の組合員です。伊倉のオペレーターなど地域に大変貢献されております。御検

討よろしくお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは、５番をお願いいたします。 

○９番（澤村哲志君） 農業委員９番、澤村です。案件５番について説明いたします。 

 譲渡人の要望で、畑、面積５８１㎡を隣接する譲受人の畑があるため譲受人に贈

与とのことです。今現在、申請地は竹が生えており、今後手入れをしてここへ栗の

木を植わすそうです。何ら問題なく、許可相当と思います。 

 以上です。 



－ 4 － 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは、６番をお願いいたします。 

○推１１番（小山久仁江君） 推進委員１１番、小山です。６番の案件について説明し

ます。 

 譲渡人は労力不足、譲受人は経営拡張ということで、下限面積も満たしており、

何も問題なく、許可相当と判断しました。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、７番をお願いいたします。 

○１２番（中島浩輔君） 農業委員１２番、中島です。７番の案件について説明いたし

ます。 

 譲渡人と譲受人は、同じ村内の近所の方で、譲渡人はもう年齢的にどうしても畑

が、中の畑になって、機械類が入らないということもありまして、面積もちょっと

機械を雇って耕作するものも大変になって、大分悩まれた結果、近所の耕作者に贈

与という形で話がつきました。何の問題もないと思いました。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは、８番をお願いいたします。 

○１４番（髙田優子君） 農業委員１４番、髙田です。８番の案件につきまして御説明

いたします。 

 譲渡人と譲受人は兄弟です。譲渡人は御覧のとおり県外で遠方のため帰りができ

ませんので、弟へ贈与ということで何ら問題なく許可相当と思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして９番をお願いいたします。 

○１６番（島村秀敏君） 農業委員１６番、島村です。９番の案件につきまして御説明

申し上げます。 

 貸人と借人は親子関係でございます。農業者年金の受給のためということでござ

いますので、別段問題はないかと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、１０、１１番、同一人さんのようでございますので、続けてお願いい

たします。 

○１７番（永田眞一君） 農業委員１７番、永田です。１０番と１１番の案件について

説明いたします。 
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 １０番の案件について説明いたします。賃貸人は労力不足、賃借人は経営拡張で、

何ら問題なく許可相当と思います。 

 以上です。 

 １１番の案件について説明いたします。譲渡人と譲受人は親戚関係です。親戚へ

の贈与です。下限面積も満たしており、何ら問題なく許可相当と思われます。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、１２番をお願いいたします。 

○推１９番（平野秀正君） 推進委員番号１９番、平野です。１２番の案件について説

明いたします。譲渡人は労働力不足、譲受人は経営拡張、下限面積も満たしており、

何ら問題はないと思われます。審議のほうよろしくお願いします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 受付番号１番から受付番号１２番まで、担当委員の説明が終わりました。皆さん

より御意見、御質問などはございませんでしょうか。 

はい、赤松委員どうぞ。 

○３番（赤松繁之君） 農業委員３番の赤松です。特段文句というかクレームじゃなく

て、１２番の件ですけど、１６７㎡に対して７５万円という金額は、なんでこんな

にいるのかなと思って。農業するんだったらこれちょっと高すぎるんじゃないかな

と思ったもんだから質問したんですけど。 

○推１９番（平野秀正君） 値段の件には、面積的に多分私もそういう考えはあるんで

すけども、これは本人同士の話し合いの結論の上で。また、これは場所が宅地とか

商業地の間に挟まれた重要な土地なんです。ですから、本人同士の話でその値段が

ついたと思われます。 

 以上です。 

○３番（赤松繁之君） はい、わかりました。農地にしてはえらい高いなと思ったもん

だから。 

○議長（永田知博君） ほかにはございませんか。 

 はい、髙田委員。 

○１４番（髙田優子君） 農業委員１４番、髙田です。１０番の案件ですが、経営拡張

で下限面積が５反以上でないような。これは何か私の勘違い。１０番の案件です。 

○事務局長（小山 博君） これ足したら。 

○１７番（永田眞一君） 足すとようわなかですかね。 

○事務局長（小山 博君） そうです。 

○１７番（永田眞一君） ４，６５９㎡と１，１６６㎡。 
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○１４番（髙田優子君） これを合わせて。失礼いたしました。ありがとうございまし

た。 

○議長（永田知博君） それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に入

ります。 

 議第１５号農地法第３条の規定による許可申請について、受付番号１番から１２

番までについて、原案のとおり許可することに異議のない方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。異議がないものと認め、議第

１５号については、許可することに決定いたしました。 

 次に、議第１６号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題といたしま

す。議第１６号は、受付番号２番につきまして始末書が提出されておりますので、

担当委員の説明の前に事務局より始末書を読み上げます。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。５ページをお願いします。 

 議第１６号農地の転用許可申請について。農地法第４条第１項の規定による下記

農地の転用許可申請について意見決定するものとする。令和３年４月５日提出、玉

名市農業委員会会長、永田知博。 

 １番、申請物件が岱明町開田の田５７２㎡で、転用目的は貸資材置場です。農地

区分は、おおむね１０㏊以上の一団の農地内に所在する農地で、第１種農地と判断

しております。第１種農地は原則不許可となるところですが、仮設工作物の設置等

の一時転用であるため、例外的に許可は可能となっております。 

 ２番、申請物件が岱明町開田の畑１２７㎡で、転用目的は道路です。農地区分は、

農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し、ほ

かに適当な場所がないことと判断しております。 

 以上２件、計６９９㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全ての項目ご

とに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提案してお

ります。 

 去る３月３０日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 事務局の説明が終わりました。 

 それでは、まず受付番号１番につきまして、担当委員の説明をお願いいたします。 

 １番どうぞ。 
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○１１番（福田友明君） １１番、農業委員の福田です。１番について説明をしたいと

思います。 

 仮資材置場の一時転用であります。昨年の１１月に太陽光発電施設への農地の転

用ということで採択されましたが、それに関係するものであります。今回の申請地

より約北側に４０ｍ地点から、通行が２ｔまでと制限がされております。これによ

りまして、資材の搬入には積み替えのための場所が必要となり、今回申請されたも

のであります。転用面積は５７２㎡です。トラックの搬入、搬出のために、下のほ

うには鉄板を敷設するそうです。この土地は給排水計画というのはありません。雨

水は自然浸透させ、南側道路側溝に排出するそうです。当然のことながら生活雑排

水、また、汚水はありません。被害防除計画ですが、積み荷の積み替えとして利用

するために、先ほど申しましたが、鉄板を敷設するので、土砂等の流出は発生しま

せん。近傍農地への被害防除計画ですが、搬入した資機材は同日太陽光パネルの設

置場所に搬入を予定しているため、日照、通風、耕作等への影響はないと思われま

す。調査の結果、許可相当と判断しております。よろしくお願いします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それではここで、事務局より受付番号２番につきまして始末書を読み上げます。 

 事務局よろしくお願いします。 

○係長（松倉 司君） ― ２番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは、２番について説明をお願いいたします。 

○１１番（福田友明君） １１番、農業委員の福田です。２番について説明をいたしま

す。 

 先ほど事務局より始末書の説明がございましたけれども、既に５０年以上前から

道路として使用されていたものであります。当然のことながら地元の住民の通路と

して利用され、そしてまた申請地以外には通行できる場所がないと思われますので、

今回、知られてから申請をされたわけでございます。転用面積は１２７㎡でありま

して、申請地には砕石舗装を施工するということでありました。給排水計画はあり

ません。雨水は北側入り口溝及び東側道路側の側溝へ排出するそうでございます。

被害防除計画ですが、隣接地の土地は申請地の土地より高いため、土砂の流出はな

いと思われます。近傍への農地の被害防除ですが、近傍農地はいずれも申請者の所

有地であり、また、隣接農地より低いため、耕作等への影響はないと思われます。

調査の結果、許可相当と判断いたしました。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 
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 担当委員の説明が終わりました。 

 皆さん御意見、御質問などはございませんでしょうか。 

(なしの声) 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

 議第１６号農地法第４条の規定による許可申請について、原案どおり承認するこ

とに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 異議がないものと認め、議第１６号については、許可することに決定いたしまし

た。 

 次に、議第１７号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といたしま

す。議第１７号は、受付番号２番につきまして、始末書が提出されておりますので、

担当委員の説明の前に事務局より始末書を読み上げます。 

それでは、事務局の説明をお願いいたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。６ページをお願いいたします。 

 議第１７号農地の転用許可申請について。農地法第５条第１項の規定による下記

農地の転用許可申請について意見決定するものとする。令和３年４月５日提出、玉

名市農業委員会会長、永田知博。 

 １番、申請物件が岩崎の畑５２㎡外１筆、計１２７㎡で、転用目的は建売住宅１

戸です。農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内の農地で第３種農地と判断

しております。 

 ２番、申請物件が立願寺の田２５８㎡外２筆、計１,０４０㎡で、転用目的は駐

車場です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、

第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ３番、申請物件が大倉の畑１０１㎡外２筆、計２,９８７㎡で、転用目的は共同

住宅３棟です。農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内の農地で、第３種農

地と判断しております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ４番、申請物件が下の畑１,４９０㎡で、転用目的は太陽光発電施設４９.５ｋｗ

です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２

種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ５番、申請物件が富尾の畑４３３㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は、

農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し、ほ

かに適当な場所がないものと判断しております。 
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 ６番、申請物件が横島町横島の田３３１㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区

分は、おおむね１０㏊以上の一団の農地内に所在する農地で、第１種農地と判断し

ております。第１種農地は原則不許可となるところですが、住宅で集落に接続して

設置されるものとして例外的に許可可能となっております。 

 以上６件、合計６,４０８㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全ての

項目ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提案

しております。 

 去る３月３０日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 それでは、まず受付番号１番につきまして、担当委員の説明をお願いいたします。 

 １番、どうぞ。 

○推１番（水本信之君） 推進委員１番、水本です。１番の案件について御説明いたし

ます。 

 場所は玉名女子高校の東側３００ｍぐらいの位置です。転用目的は建売住宅。転

用面積は１２７㎡、給排水計画は市上水道へ、汚水、生活雑排水は東側道路の下水

道に接続するそうです。雨水は東側側溝に接続。道路と同じ高さなので土地のかさ

上げはしないということです。建築面積は４２.２３㎡、木造２階建てで、駐車ス

ペースが３０㎡、庭スペースが３４.７７㎡、その他スペースが３４.７７㎡です。

現地調査の結果、許可相当と判断いたします。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それではここで、事務局より受付番号２番につきまして始末書を読み上げます。 

 よろしくお願いいたします。 

○係長（松倉 司君） ― ２番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 事務局より受付番号２番につきまして始末書の読み上げが終わりました。 

 それでは、受付番号２番から受付番号６番まで担当委員の説明をお願いいたしま

す。 

 まず、２番からどうぞ。 

○３番（赤松繁之君） 農業委員３番、赤松です。２番の案件について御説明いたしま

す。 

 申請人はトラック運送業を始めるにあたり、許可要件の一つである車両を保管す
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るための駐車場を設ける必要があるための申請です。場所は、蛇ヶ谷公園テニスコ

ートの南で、農免道路のすぐそばです。北側は農免道と水路、東側は水路、西側は

里道と休耕地、南側は休耕地です。農免道路より低くなっているので出入り口を７、

８ｍ幅にして盛土をし、進入路を作り土砂の流出を防ぐためにブロックで土留めを

して、法面をコンクリートでまいて仕上げるそうです。駐車場は周りを防草シート

で囲み土砂の流出を防ぎ、砂利敷きにして自然浸透を図り、雨水のオーバー分は水

路へ放流とのことです。駐車場なので建物はなく、給排水は北側に浸透桝を埋けて、

車を水洗いするときの分はそこに水をためて、上水を水路に流すそうです。それか

ら、給水は従業員の飲料水にするそうです。排水は特段ありません。事業中または

事業終了後も、周囲に被害を与えた場合は責任をもって対処するとのことで、現地

調査の結果、許可相当と思います。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、３番どうぞ。 

○６番（縄田伊知郎君） 農業委員６番、縄田です。３番の件について説明いたします。 

 転用目的は共同住宅３棟です。申請地は市街地中心地から近く、利便性等住宅環

境から見て、共同住宅の建設に適した場所であることから選定したとのことです。

場所は県道３４７号線タクシー会社の道路を挟んだ反対側の土手の上を東側に５０

ｍ行ったところです。事業面積は２,９８７㎡、共同住宅３棟で２８世帯分、木造

２階建ての建築面積は３棟合計が８２７.０６㎡です。給排水計画ですが、給水は

市水に接続、雨水に関しては集水し、３か所に設置した集水桝にて浸透処理を東側

側溝に放流、生活雑排水、汚水に関しては、合併浄化槽にて浄化処理を東側側溝に

放流です。合併浄化槽は、集中の１００人槽を設置するそうです。被害防除計画で

すが、土砂の流出、堆積、崩壊等が発生するような工事は行わないそうですが、も

し発生した場合は、当方にて責任をもって処理するとのことです。現地調査の結果、

許可相当と判断いたします。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、４番をお願いいたします。 

○７番（下川 安君） 農業委員７番の下川です。４番について説明をいたします。 

 ４番については、太陽光発電施設への転用申請です。場所は、梅林と小田との境

のところにリサイクルの会社がありますけど、そこから南へ５０ｍ程行ったところ

の土地で、今は長年休耕地で、現況としては少し荒れておりまして、周囲が山林、

それと道路に囲まれた生産性のあるというような農地ではないため、自然エネルギ
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ー発電ということで有効活用できるということでそこを選定されています。計画の

概要としては、申請にあたっている畑の１,４９０㎡と隣に山林９８０㎡あるんで

すけども、合わせて２,４７０㎡に太陽光施設を設置するということで、内容的に

はパネルを３６０枚、残りの部分は設備のメンテナンス及び敷地の草刈りのための

駐車スペースであったり、物置を設置するという計画にしてあります。給排水につ

いては、太陽光ですので給水はありません。排水については、雨水は自然浸透とい

うことです。表面にて道路側に排水をするということです。被害防除については、

申請地はほぼ平地で、大きな高低差もないことから転圧を十分に行って土砂の流出

を防ぐという計画です。近隣への農地への被害防除ですけれども、周囲が山林と道

路に囲まれたような農地ですので、周りの農地への被害はないと思われます。被害

が出たときには、譲受人が責任を持つということになっていますので、特段問題は

ないと思います。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、５番どうぞ。 

○９番（澤村哲志君） 農業委員９番、澤村です。案件５番について説明いたします。 

 場所は石貫富尾、玉名バイパスの九州看護福祉大学前交差点から東約３００ｍぐ

らいの左側で、バイパスより５０ｍぐらい入ったところです。申請人は現在熊本市

内の賃貸住宅に住んでおられ、子どもが近々産まれる予定だそうです。実家の農業

の手伝い、また将来両親の介護も行うため、譲り人の親の畑に住宅を建てるための

申請です。転用面積は４３３㎡のうち、事業面積は住宅１０９.３０㎡駐車場とし

て１２.４３㎡で、平屋木造建てで、給排水計画、給水は南側にある公共の上水道

に接続し、生活雑排水、汚水は合併浄化槽を設置し、南側の排水側溝へ放流、また、

雨水は敷地に浸透桝４基を設置し、地下浸透にて処理するとのことです。被害防除

計画では、整地程度で造成工事は特にしない。事業する土地の北側、西側、東側は

ブロックを積み、土砂などの流出を防ぎます。東側は車などの出入りとして現状の

ままです。万が一被害を及ぼした場合は、自己責任にて対応するとのことです。ま

た、周辺への日照、通風、農地への影響は問題ないようで、現地確認の結果、許可

相当と思いました。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは、６番をお願いいたします。 

○１６番（島村秀敏君） １６番農業委員の島村です。６番の案件につきまして御説明

申し上げます。 
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 申請人は現在、父母の実家に住んでおり、子どもが結婚するということで同一住

宅には住めないというような計画のもとで、近隣の用地を探しておったわけでござ

いますけれども、自宅の周辺に先ほど３条で申請いたしました土地の中に３３１㎡

を計画して、そこに住居を建てる計画でございます。給水計画におきましては、井

戸水を利用するということで、実家の井戸水を配管して使用するということのよう

です。雨水に関しましては、自然排水に近隣の排水路にオーバーした分については

処理をするということになっております。また、生活雑排水に関しましても下水道

により処理するということでございます。造成にあたって近隣農地との境界にブロ

ックを設置して、土砂の流れを防ぐということで、工事に関して近隣の所有者に迷

惑のかからないように行うということでございます。雨水、流水あるいは土砂が流

れないように十分注意して行うということでございますので、別段問題ないかとい

うふうに考えますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 ただいま１番から６番まで担当委員の説明が終わりました。何か御意見、御質問

はございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ坂本推進委員。 

○推１８番（坂本 修君） 今、皆さんの意見ば聞きよると、こっから後はよかごたっ

ですね、雨水はどがんする、水はどっちに流すということです。ところが、それが

逆にできとらんならどがんなるですか。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。できていないというのは。 

○推１８番（坂本 修君） 例えば、生活排水は水溜めば作ってそこに流しますという

ことば言われるですね。それが、もしもその生活排水ば流れるごとなっとらんなら。

ためるところがないならどがんなるですか。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。４条、５条転用申請、現地確認等、ま

ず申請の時には事業計画が、しっかりと排水計画等がなされます。現在、強く指導

しておりますのが、しっかりと事業計画上に言葉で明記して対応策をしっかりとま

ずもって基本明記をしてください。そのとおり今、坂本推進委員がおっしゃるよう

な結果になったとしたら、その明記を基に必ず回復させるようにというような指導

をもって対応しております。 

 以上です。 

○推１８番（坂本 修君） そのときの苦情はどこに言うといいですか。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。まずもってそれは事務局のほうにお知

らせいただいて、その申請時の事業計画等をしっかりと確認した上で、そのとおり

に是正するように指導していくことにしております。 
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 以上です。 

○推１８番（坂本 修君） はい、どうもありがとうございます。 

○議長（永田知博君） ほかにはございませんか。 

（なしの声） 

○議長（永田知博君） ほかに御意見、御質問もないようでございますので、採決に移

ります。 

 議第１７号農地法第５条の規定による許可申請について、原案どおり承認するこ

とに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。異議がないものと認め、

議第１７号については、許可することに決定いたしました。 

 次に、議第１８号農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。８ページをお願いいたします。 

 議第１８号農用地利用集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画について次のとおり決定する。令和３年

４月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

 ９ページから１０ページまでの総括表、１１ページから１５ページまでの集計表

のとおり、玉名市長より意見を求められております。今回は、所有権移転が１４件

３３,０２１㎡、利用権設定が３８件、１２２,６２２㎡、合計５２件、１５５,６

４３㎡の集積で、いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満た

しているものと判断し、御提案しております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 事務局の説明が終わりました。御意見、御質問などはございませんでしょうか。 

 はい、水本委員どうぞ。 

○推１番（水本信之君） 推進委員１番、水本です。２０番と２１番の案件で、ちょっ

と面積に対して金額が安いんじゃなかろうかなと思って。１２ページの２０番、２

１番です。 

○議長（永田知博君） はい、お願いします。 

○主任（大原三和君） 事務局の大原です。こちら２件なんですけれども、贈与という

とちょっと申し訳ないのでということで、１０,０００円の登記代とか、その他費

用に関してちょっと１０,０００円ぐらいで売買ということでお話をいただいてお

ります。登記代もちょっとかからないんですけれども、登記簿謄本とか、手間賃じ
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ゃないですけど、そういった形で１０,０００円というお話で伺っています。 

○推１番（水本信之君） ちょっとあんまり安いけんがということでびっくりしました。 

○議長（永田知博君） よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。 

 ほかにはございませんか。 

○主任（大原三和君） すみません、事務局の大原です。今回ちょっと御欠席の浦谷委

員より御質問をいただいています。 

 案件が１２ページの１９番なんですけれども、今回、こちら基盤での売買を申請

されていますけれども、譲受人の方の農業の実績がないように思いますということ

で、許可がこれで妥当なのかという御意見でした。御審議のほう皆さんお願いいた

します。 

○議長（永田知博君） はい、この件につきましては、私も地元のほうのことでござい

ますので、確認もしてまいりましたけれども、今回のこの面積を購入するというこ

とでございますけど、令和７年度を目標に今、規模を拡大中でございまして、息子

さんもおりますので、この大規模農家といいますか、大規模に今、面積を広げてお

りますけれども、トラクターとか田植え機、そのほかコンバイン、またドローンも

ちゃんとそろえて、大規模の稲作農業に取り組むということでございました。そう

いうふうな話でございましたので、大原さんよろしいですか。 

○主任（大原三和君） はい。 

○議長（永田知博君） 認定を取得するときもちゃんと目標の計画書も提出しておりま

して、そこら辺を考えてお世話をしていますので。 

○主任（大原三和君） はい、大丈夫だと思います。 

○議長（永田知博君） よろしくお願いします。 

○主任（大原三和君） 認定というのは、これから５年後の計画をもって申請をされま

すので、５年後計画であわせています。 

○議長（永田知博君） はい、それでは今の議第１８号について、そのほか何かござい

ませんでしょうか。 

(なしの声) 

○議長（永田知博君） それでは、御質問もないようでございますので採決に移りたい

と思います。 

 議第１８号農用地利用集積計画の決定について、原案どおり決定することに異議

のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 異議がないものと認め、議第１８号については原案どおり決定することにいたし
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ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．報 告 

○議長（永田知博君） 次に、報告第９号から報告第１３号につきまして、事務局より

説明をお願いいたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。１６ページをお願いいたします。 

 報告第９号農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について。農地法第１８条第６

項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理したので

報告します。令和３年４月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

 今回１６ページから２０ページまでの２０件、合計５８,３１３㎡の解約通知を

受理しております。 

続きまして、２１ページをお願いいたします。 

 報告第１０号農地の形状変更届について。下記農地の形状変更届がありましたの

で報告します。令和３年４月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

 今回４件、４,３４７㎡の届出を受理しております。 

続きまして、２２ページをお願いいたします。 

 報告第１１号許可不要転用届について。下記のとおり許可不要転用届を受理した

ので報告します。令和３年４月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

 今回、１件、携帯電話無線基地局設置のためとする許可不要転用届を受理してお

ります。 

 続きまして、２３ページをお願いいたします。 

 報告第１２号許可書返納届について。下記の物件は、農業委員会許可後に許可書

返納の届出があったので報告します。令和３年４月５日提出、玉名市農業委員会会

長、永田知博。 

 今回、平成２年７月５日及び平成２年５月１０日に転用許可いたしました２件、

９９１㎡について記載されている理由により返納届出を受理しております。 

 続きまして、２４ページをお願いいたします。 

 報告第１３号荒廃農地の非農地通知について。下記の土地は、現況山林、原野等

により、農地法第２条に規定する農地ではないことを通したので報告します。令和

３年４月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

 今回、２４ページから２５ページの３５筆、３８,３６８㎡を農地に該当しない

と判断し、所有者へ文書照会を行い、非農地化に同意する旨の回答をいただきまし

たので、非農地通知を所有者、熊本県、市の関係機関に送付いたします。 

 以上、報告を終わります。 



－ 16 － 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局より報告第９号から１３号について説明がございました。 

皆さん、何か御意見、御質問はございませんか。 

（なしの声) 

○議長（永田知博君） 質問などもないようでございますので、本日予定しておりまし

た議案審議と報告は、以上をもって終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

６．その他 

○議長（永田知博君） それでは、その他に移ります。 

事務局のほうから、よろしくお願いいたします。 

○参事（安田志津子君） 事務局、安田です。先月の総会で一度お配りした形状変更届

に関する案をお配りしておりますので、ちょっと御覧いただければと思います。 

 先月、こちら規定を変更できないかという案を出しましたが、問題点がいくつか

現行の形状変更届にありまして、一つが形状変更届を宅地に後々するために埋め立

てていい届けという勘違いが多く見受けられるというところ、それから二つ目が、

転用の申請書にもらっていない隣接地の農地の所有者の確認印を形状変更届の場合

はもらわないといけないという点が、転用の申請と比べてバランス的にどうかなと

いう点ですね。それからもう一つが、今まで形状変更届が地区担当の農業委員さん

の印鑑が必要だったんですけれども、こちらが地区担当の農業委員さんお一人の印

鑑で形状変更、埋立て、掘削が進められていくというので、印鑑を押すのに負担が

あって、責任がとても大きいなというところで、先月規定が変更できないだろうか

ということで案を出させていただいたところです。その後いくつか御意見いただき

まして、先月の総会でもお話があっていたのが、委員さんお一人がずっと耕作して

いるかどうか確認をしないといけないとなると、負担が大きくなるのではないかと

いうような御意見があったと思うんですけれども、こちらが、現地調査後に受理通

知をもって、埋立て、掘削していいですよということに変更することで、現地調査

で２人から４人ぐらいの委員さんと事務局が数名で行きますので、４、５人の目で

現地を確認することになりますので、お一人分の負担はちょっと減るのではないか

とは思っています。複数の目でいろいろ気が付く点もあるかと思いますので、でき

れば現地調査に組み入れられないかなというところは思っているところです。それ

から現地調査するところで、隣接の所有者さんにもこちらを埋め立てますというの

をちゃんと言ってくださいねと、届けを出す方に確認もできますし、それから宅地

にするための届けじゃないですよというような確認もできますので、現地調査は入

れたいなと思っているところです。それから、もう一つお話が出たのが、要するに
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届けを提出すると、ここに被害が出た場合は、ちゃんと解決してくださいねという

のが明文化されておりますので、届けを出さずに埋め立てている人がいるというお

話をいただいたんですけれども、それはまた別の話で、そちらには届けは出さない

といけないですよというような周知なり、指導なりが必要かなというふうに考えて

います。それで、現地調査を入れるというのと、それから隣接農地の確認印と地区

担当の農業委員さんの印鑑を削除したところで、１年以上耕作してくださいという

ことで、こちらの案で形状変更届の規定を変更したいと思っているんですけれども、

今後、何か御意見ありましたら、また、規定を変えていくということで、できれば

総会後から変更できればと思っているんですけど、御意見いただいてよろしいでし

ょうか。よろしくお願いします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。ただいま、前回から継続している案件

ですけど、ただいまの安田のほうから御提案したんですが、前回から少し意見等も

ございましたけど、今回のこの変更案をもってこれでずっとこのまま固定で、この

変更案でもちろんいくのが一番いいんですけど、もちろん何か問題等があった場合

は、またそのとき修正をしていくということで、一番効果が期待できるのはやはり

現地調査を組み入れるということで、複数の目の前での調査、本人さんに対しての

面会ということになると、やっぱり普通責任感というか、そこのしっかり遵守する

と、規則をちゃんと遵守していくということも期待できますので、どうか提案の方

向で、事務局としてはしていきたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

(はいの声) 

○事務局長（小山 博君） はい、ありがとうございます。それでは今回の総会をもっ

て。 

○議長（永田知博君） 中島委員、はい、どうぞ。 

○１２番（中島浩輔君） 農業委員１２番、中島ですけど、現地調査がいつというのが、

例えば、形状変更ですぐ形状を変えるための材料、素材というか、それがすぐ手に

入る場合と、入らずに２ｍとか３ｍ、高く盛土するのには何年間という長いスパン

の場合の現地調査とか、そういうのが報告された畑として耕作とか、作物を生産す

るために形状を変えて、それから作物を作られないと、まだ、盛土しているときに

途中に現地調査しても駄目だし、盛土しましたということから、今度は耕作する体

制が整ったときにというか、そういうのもかみ合わせながら現地調査の方向を決め

てもらえればいいのかなというのも、今ちょっと御意見があれば。 

○３番（赤松繁之君） ２回ぐらいに分けて。 

○参事（安田志津子君） 今、こちらで考えている現地調査というのが、盛土または掘

削の前段階で届けが出た後に、タイミングが合わなければ別日でしょうがないかも
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しれないんですけど、タイミングが合えば４条、５条の現地調査の中に組み入れて

いって、総会後に受理通知を出すことで、その受理通知までは盛土なりは待ってい

てくださいということでお伝えしようと思っているんですけど。というのが、現在

が、もう届けが出たら、届けを出された日に事務局のほうで受け付けたら、もう盛

土をしても大丈夫ですというふうにやっているので、ちょっと日にちをおいて数人

で確認をして、そこを盛土しても大丈夫かというのを確認してというのを考えてい

ます。なので、１年後耕作がちゃんとできているどうかの確認はしたいというか、

できればというのはやまやまなんですけれども、恐らくちょっとそこに人手が割け

ないかもしれないですけど、地元委員さん数人で見ますし、生活圏の中になるとは

思いますので、通りがかりにでもちょっとちらっと見ていただければとは思います。

今考えている現地調査は、なので盛土前の話になります。 

○事務局長（小山 博君） 事務局の小山です。ただいまの質問の件については、今、

日程的なところ、具体的なところを説明しました内容ですけど、よろしいでしょう

か。 

○１２番（中島浩輔君） はい。 

○事務局長（小山 博君） 従来と違うのは、もう届けが出たら即やっていた状態は、

これはしっかり総会後通知が届いてからやるということですので、同時進行、こと

が進むということを防止するという意味合いもございます。ということでよろしい

でしょうか。 

○１２番（中島浩輔君） はい。 

○事務局長（小山 博君） それでは、今回の総会の改正案ですので、次回の農地審議

の現地調査から組み入れて対応を進めさせていただきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

 以上です。 

 それとあと１点ですけれども、下限面積要件について、現在、玉名市は御存じの

とおり５反の下限面積で別段の要件は設けておりません。それで、これも本当にい

ろんなそれぞれの意見があると思います。今日は本当何も資料等は準備していない

んですけど、それぞれのお考えでどうかと、その都度積極的な御意見を聞いて、玉

名市の方向性を決めたいと思います。必ずしも特段の要件というのは、そのとき必

ず次回までに決めなければいけないというものでもありませんけど、それぞれの意

見、思いがあられるなら考えていただきたいと思います。 

 それと下限面積要件以外にも市長部局のほう、別の部署で、空き家の農地付空き

家バンク登録とか、いろいろな事細かいところもありますので、下限面積要件の別

段の要件とは別に、そのような農地付の空き家の売買に関することは、ものすごく
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１ａレベルですよね、１００㎡下限の要件を設けると、そのようなことも完全な５

反、４反、３反の下限面積要件の設定とは別に、そのようなことも方向性としては

前向きに考えていきたいと思いますので、また、次回またその次の総会でも、そこ

は方向性を何か考えたいと思いますので、どうぞ御協力をよろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 下限面積の件は、今までも何回か皆さんに提案はしておりましたけれども、今現

在、玉名市は下限面積は５反以上ということになっておりますけれども、家付きの

農地というのは結構あるわけですたいね、少し屋敷に農地が残っておって、そうい

うのは売買なんかをするときとか、もうその人に一緒に買っていただいたほうがい

いんじゃないかというような話もいっぱい出ておりますので、その辺も含めて、ひ

とつ皆さん考えていただいてよろしくお願いします。 

 それでは、今日は慎重なる御審議をいただきまして誠にありがとうございます。 

○４番（竹下宏介君） ひとつよかですか。 

○議長（永田知博君） はい。 

○４番（竹下宏介君） 下限面積の件ですけどね、私の豊水校区内で、農家でない人が

下限面積の５反ならば買いきらんばってんが、１反とかぐらいならば宅地ば買うて

１反買うなら買わるるよという、そういう意見もありましたので、私もそがん思と

る。基盤整備した農地ば１反とか２反とか下げちもらうと、３反ぐらい基盤整備の

中に持っとんなはる農家でない人が、私は自家消費米と縁故米をやるけん、集団減

反ばしたてちゃここは作るですよという作っていきよんなはる人もおんなはるけん

ですね、そがんしてもらうと困るとですよね。それで基盤整備内はやはり５反は５

反で維持してそのままいって、集落内の基盤整備してなかとこなら、１反とか２反

でも下げてもらうが理想じゃなかつかなという。私はそう農家でなか人に言います、

ということば言うときます。 

○議長（永田知博君） はい、今、竹下委員から出ておりましたけれども、やっぱり部

分的にそういうところは結構多いわけですたいね、それも含めてちょっと状況とか、

地域地域がまた格差もあるかもしれませんので、その辺も考えていただいて、何回

か話し合いしていく中で一番最適な方法をとっていきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

○１６番（島村秀敏君） すみませんちょっといいですか。 

○議長（永田知博君） はい、どうぞ。 

○１６番（島村秀敏君） １６番、農業委員の島村ですけども、今の件についてちょっ

と確認なんですけども、地域によって下限面積が違うという話、また実際私も耳に
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したことがあるんですけど、それは事実なんですか。地域によって下限面積の数字

が違うということですね。 

○議長（永田知博君） ああ、それはもう違いますね。もう県下あっちこっちやっぱり。 

○１６番（島村秀敏君） いや、県下じゃなくて、玉名市の中でです。 

○議長（永田知博君） 玉名でですか。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。ただいま言われたのは一つの同一の市

町の中でということです。そこはちょっと未確認ですけど、市町村単位で別段の要

件を設けてある、設けていないだけであって、その中でどうかというのはちょっと

そこは。 

○１６番（島村秀敏君） 先ほど玉名市は下限面積は５反だと。 

○事務局長（小山 博君） ５反です。 

○１６番（島村秀敏君） という話ですから、いやちょっと待てと私は言いたいけども、

そういう話、先ほども言ったように、同じ玉名の中で地域によって下限面積が違う

と私は聞いておるんですよね、そこをちょっと確認したい。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。それは玉名市ではありません。違うと

いうことはございません。 

○１６番（島村秀敏君） 玉名市の中ではないわけですね。 

○事務局長（小山 博君） ないです。 

○１６番（島村秀敏君） 私は横島に住んでいるんですけど、横島は１町だと言うんで

すよね。 

○主任（大原三和君） すみません、いいですか。 

○議長（永田知博君） はい。 

○主任（大原三和君） 事務局の大原です。３条の下限面積は５反になります。基盤で

売買するときとかの要件がお米であれば１町８畝とか、それは地域によって今ちょ

っと、玉名市、天水、横島、岱明、全部違いますので、その件ですかね。 

○１６番（島村秀敏君） そうです。 

○主任（大原三和君） それはちょっとあっせん面積といって、ちょっとまた５反要件

とはちょっと違ってくるんですけれども、今回ちょっと見直しを考えているのは３

条のほうの５反要件になります。 

(「初めて聞きました」の声) 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

７．閉 会 

○議長（永田知博君） それでは、どうもお疲れさまでございました。令和３年の第４

回農業委員会総会を閉会いたします。 
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 どうもお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後３時３７分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

令和３年４月５日 
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